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法令の名称・関連条項とその内容

想定される代替案
代替案：特になし。

（遵守費用）

（行政費用）

代替案1の場合

規制の事前評価書（要旨）

政策の名称

評価実施時期

規制の目的、内容及び必要性等

規制の費用 費用の要素

（１）防災意識の高まりから、近年備蓄倉庫等の設置事例が増えているが、建築物の部分とするか否かで、容積率規制の適用が異なる不合理が生じていることか
ら、備蓄倉庫の用途に供する部分並びに蓄電池、非常用発電設備及び貯水槽を設置する部分の床面積を容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないことと
する。

（２）国際競争力の強化等の新たなニーズへの対応を可能とする既存ストックの大規模な改修の円滑化を図るため、既存部分の１／２を超える増改築を行う場合
であっても、増改築部分が現行基準に適合し、既存部分が一定の耐震性能等を確保すれば、既存不適格建築物として存続可能とする。

建築基準法第３条第２・３項、第２０条、第５２条、第８６条の７第１項及び第９２条
建築基準法施行令第２条第１項第４号・第３項、第１３７の２及び第１３７条の８

特になし。

特になし。

（その他の社会的費用）

本規制案（緩和）を導入することにより、備蓄倉庫等を屋内に設置した場合のみ容積率規制が
適用されるという不合理が解消されるとともに、一定の安全性が確保されている既存建築物に
ついて大規模増築等が可能となる。

本規制案（緩和）に伴う費用は発生しないため、便益が費用を上回っていると考えられる。

日本再生戦略【平成24年7月31日閣議決定】
○Ⅳ．日本再生のための具体策の２．（２）③持続可能で活力ある国土・地域の形成［国土・地域活力戦略］において、「防災・減災に資する施設の容積率の緩和
等の規制緩和」、「既存不適格建築物等に係る制度の見直し」が記載されている。
○（別表）日本再生に向けた改革工程表において、2012年度（平成24年度）に実施すべき事項として、「大都市等における防災・減災に資する施設について、政令
で一律に容積率不算入」、「既存不適格建築物等に係る住宅・建築関連制度の見直し」が記載されている。

平成２９年度末までにＲＩＡ事後検証シートにより事後検証を実施。また事後検証までの期間を分析対象期間とする。

代替案1の場合

備考

有識者の見解その他関連事項

レビューを行う時期又は条件

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

特になし。

規制の便益 便益の要素
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